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議案第 ２９ 号

                                                              　　　   弟子屈町長   德德    永永      哲哲    雄雄

　利率及び償還の方法は、「第４表  地方債」による。

（一 時 借 入 金）

第 ５ 条  地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は4,000,000千円と定める。

令和７年３月４日 提出

（債務負担行為）

第 ３ 条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

　「第３表 債務負担行為」による。

（地   方   債）

第 ４ 条  地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

（継   続   費）

第 ２ 条　地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、

　「第２表 継続費」による。

令令和和７７年年度度    弟弟子子屈屈町町一一般般会会計計予予算算

  令和７年度弟子屈町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,310,000千円と定める。
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

                                                                            -2-                                                                            

　１. 町 税 ９４６，８７９

　１. 市 町 村 民 税 ３９９，７２１

　２. 固 定 資 産 税 ４４１，５６８

　３. 軽 自 動 車 税 ２２，４４６

　４. 町 た ば こ 税 ６０，３１７

　５. 入 湯 税 ２２，８２７

　２. 地 方 譲 与 税 １４８，３００

　１. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ３１，４００

　２. 自 動 車 重 量 譲 与 税 ９４，８００

　３. 森 林 環 境 譲 与 税 ２２，１００

　３. 利 子 割 交 付 金 １，０００

　１. 利 子 割 交 付 金 １，０００

　４. 配 当 割 交 付 金 ２，０００

　１. 配 当 割 交 付 金 ２，０００

　５. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 １，５００

　１. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 １，５００

　６. 法 人 事 業 税 交 付 金 １０，０００

　１. 法 人 事 業 税 交 付 金 １０，０００

　７. 地 方 消 費 税 交 付 金 １９３，１００

　１. 地 方 消 費 税 交 付 金 １９３，１００

　８. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ２，６００

　１. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ２，６００

　９. 環 境 性 能 割 交 付 金 １１，９００

　１. 環 境 性 能 割 交 付 金 １１，９００
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                                                                            -3-                                                                            

１０. 地 方 特 例 交 付 金 ２，０００

　１. 地 方 特 例 交 付 金 ２，０００

１１. 地 方 交 付 税 ４，１１０，０００

　１. 地 方 交 付 税 ４，１１０，０００

１２. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ７００

　１. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ７００

１３. 分 担 金 及 び 負 担 金 １７３，２９７

　１. 分 担 金 １３，５００

　２. 負 担 金 １５９，７９７

１４. 使 用 料 及 び 手 数 料 ２００，２５９

　１. 使 用 料 １６０，３９２

　２. 手 数 料 ３９，８６７

１５. 国 庫 支 出 金 １，７４８，５２０

　１. 国 庫 負 担 金 ３１０，２３５

　２. 国 庫 補 助 金 １，４３６，３２１

　３. 国 庫 委 託 金 １，９６４

１６. 道 支 出 金 ４６４，００８

　１. 道 負 担 金 １８３，００１

　２. 道 補 助 金 ２５５，３７４

　３. 道 委 託 金 ２５，６３３

１７. 財 産 収 入 ３５，８２１

　１. 財 産 運 用 収 入 ３４，８００

　２. 財 産 売 払 収 入 １，０２１

１８. 寄 附 金 ４，５００，１３０

　１. 寄 附 金 ４，５００，１３０

１９. 繰 入 金 １，５９９，６０７
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項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -4-                                                                            

　１. 基 金 繰 入 金 １，５９９，６０７

２０. 繰 越 金 １４０，０００

　１. 繰 越 金 １４０，０００

２１. 諸 収 入 ８５７，０７９

　１. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 ５０

　２. 町 預 金 利 子 １１０

　３. 貸 付 金 元 利 収 入 ２１６，００８

　４. 受 託 事 業 収 入 ８，７４５

　５. 雑 入 ６３２，１６６

２２. 町 債 ４，１６１，３００

　１. 町 債 ４，１６１，３００

１９，３１０，０００
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歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

                                                                            -5-                                                                            

　１. 議 会 費 ７５，３６７

　１. 議 会 費 ７５，３６７

　２. 総 務 費 ８，４３３，１５０

　１. 総 務 管 理 費 ８，３８３，２５７

　２. 徴 税 費 １２，５４１

　３. 住 民 基 本 台 帳 費 ９，９７８

　４. 選 挙 費 １０，１３１

　５. 統 計 調 査 費 ４，９９３

　６. 監 査 委 員 費 １２，２５０

　３. 民 生 費 ２，４５２，８８４

　１. 社 会 福 祉 費 １，４２１，１５５

　２. 児 童 福 祉 費 １，０３１，４２９

　３. 災 害 救 助 費 ３００

　４. 衛 生 費 ７２４，９７１

　１. 保 健 衛 生 費 ３７３，４０５

　２. 清 掃 費 ３５１，５６６

　５. 労 働 費 ７，５９５

　１. 労 働 諸 費 ７，５９５

　６. 農 林 水 産 業 費 ６３１，５７５

　１. 農 業 費 ４８２，０５９

　２. 林 業 費 １４９，３６０

　３. 水 産 業 費 １５６

　７. 商 工 費 ２，１８５，８７２

　１. 商 工 費 ２，１８５，８７２
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項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -6-                                                                            

　８. 土 木 費 １，３２５，７７９

　１. 道 路 橋 梁 費 ４２８，０５９

　２. 都 市 計 画 費 ３１７，９２６

　３. 住 宅 費 ５２７，１９６

　４. 河 川 費 ５２，５９８

　９. 消 防 費 ５３９，７４８

　１. 消 防 費 ５３９，７４８

１０. 教 育 費 ９６２，０２２

　１. 教 育 総 務 費 ３８９，１０４

　２. 小 学 校 費 １４３，１３６

　３. 中 学 校 費 ８６，２３２

　４. 社 会 教 育 費 １５５，２４５

　５. 保 健 体 育 費 １８８，３０５

１１. 災 害 復 旧 費 １０

　１. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 ５

　２. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ５

１２. 公 債 費 １，０９３，３４１

　１. 公 債 費 １，０９３，３４１

１３. 諸 支 出 金 １０

　１. 普 通 財 産 取 得 費 １０

１４. 給 与 費 ８６５，６７６

　１. 給 与 費 ８６５，６７６

１５. 予 備 費 １２，０００

　１. 予 備 費 １２，０００

１９，３１０，０００
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項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -6-                                                                            

　８. 土 木 費 １，３２５，７７９

　１. 道 路 橋 梁 費 ４２８，０５９

　２. 都 市 計 画 費 ３１７，９２６

　３. 住 宅 費 ５２７，１９６

　４. 河 川 費 ５２，５９８

　９. 消 防 費 ５３９，７４８

　１. 消 防 費 ５３９，７４８

１０. 教 育 費 ９６２，０２２

　１. 教 育 総 務 費 ３８９，１０４

　２. 小 学 校 費 １４３，１３６

　３. 中 学 校 費 ８６，２３２

　４. 社 会 教 育 費 １５５，２４５

　５. 保 健 体 育 費 １８８，３０５

１１. 災 害 復 旧 費 １０

　１. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 ５

　２. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ５

１２. 公 債 費 １，０９３，３４１

　１. 公 債 費 １，０９３，３４１

１３. 諸 支 出 金 １０

　１. 普 通 財 産 取 得 費 １０

１４. 給 与 費 ８６５，６７６

　１. 給 与 費 ８６５，６７６

１５. 予 備 費 １２，０００

　１. 予 備 費 １２，０００

１９，３１０，０００

令和７年度 316,317

令和８年度 235,099

令和７年度 647,728

令和８年度 214,134

民 生 費 861,862３． ２． 児 童 福 祉 費

　　(単位：千円）

年　割　額

第２表　　　継　続　費

款 項 事　業　名 総　　額 年　　度

子育て支援施設等整備事業

551,416総 務 管 理 費 役 場 庁 舎 外 壁 等 改 修２． 総 務 費 １．
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令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和８年度まで

令和７年度から

令和８年度まで

令和７年度から

令和８年度まで

公 用 車 購 入
（ 災 害 連 絡 車 ）

５，５９７

複 合 型 地 域 観 光 交 流 拠 点 施 設
入 館 シ ス テ ム

２６，２００

公 用 車 購 入
（ 災 害 連 絡 車 ）

図 書 館 バ ス 購 入 ４２，０００

５，８１２

公 用 車 購 入
（ 災 害 連 絡 車 ）

７，３５２

複 合 型 地 域 観 光 交 流 拠 点 施 設
開 業 準 備 業 務

第３表　　　債　務　負　担　行　為

　　(単位：千円）

事　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　　　度　　　　　額

２６，４００
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令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和１７年度まで

令和７年度から

令和１７年度まで

令和７年度から

令和１７年度まで

業 務 用 電 算 機 器 購 入 ９，９８０

　　(単位：千円）

事　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　　　度　　　　　額

摩 周 観 光 交 流 館
エ ア コ ン 機 器 賃 貸 借

１２，３９０

修 武 館 エ ア コ ン 機 器 賃 貸 借 ９，９９０

住 民 基 本 台 帳
ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 更 新

１４，９９８

図 書 館 シ ス テ ム 更 新 ７，８９２

福 祉 セ ン タ ー
エ ア コ ン 機 器 賃 貸 借

２４，３４５

学 校 給 食 セ ン タ ー
厨 房 機 器 等 更 新
（ 防 災 資 機 材 ）

１２，４９０
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令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和１１年度まで

令和７年度から

令和１７年度まで

令和７年度から

令和１７年度まで

令和７年度から

令和１７年度まで

業 務 用 電 算 機 器 購 入 ９，９８０

　　(単位：千円）

事　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　　　度　　　　　額

摩 周 観 光 交 流 館
エ ア コ ン 機 器 賃 貸 借

１２，３９０

修 武 館 エ ア コ ン 機 器 賃 貸 借 ９，９９０

住 民 基 本 台 帳
ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 更 新

１４，９９８

図 書 館 シ ス テ ム 更 新 ７，８９２

福 祉 セ ン タ ー
エ ア コ ン 機 器 賃 貸 借

２４，３４５

学 校 給 食 セ ン タ ー
厨 房 機 器 等 更 新
（ 防 災 資 機 材 ）

１２，４９０
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起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償   還   の   方   法

千円 ％

４．０以内

奥 春 別 西 10 号 三 笠 線 防 雪 柵 新 設 事 業 8,500 〃 ４．０以内 〃

都 市 公 園 長 寿 命 化 事 業 4,000 〃 〃 〃

公 営 住 宅 建 設 事 業
( 緑 団 地 ・ 川 湯 駅 前 団 地 )

239,100 〃 〃 〃

公 営 住 宅 除 却 事 業
( 湯 の 川 団 地 )

20,000 〃 〃 〃

道 路 施 設 等 長 寿 命 化 事 業 40,500 〃 〃 〃

役 場 庁 舎 外 壁 等 改 修 事 業 316,300 〃 〃 〃

川 湯 支 所 空 調 設 備 整 備 事 業 3,200 〃 〃 〃

福 祉 セ ン タ ー 改 修 事 業 5,300 〃 〃 〃

政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものとする。ただし町財政の都合
により、繰上げ償還することができる。

（ただし､利率見直し方式
で借り入れる政府資金及
び地方公共団体金融機構
資金、日本政策金融公庫
資金について､利率の見直
しを行った後においては､
当該見直し後の利率）

第４表 　地    方    債

普通貸借
又　  は
証券発行

28,300町 有 林 整 備 事 業
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− 11−

起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償      還      の      方      法

千円 ％

摩 周 観 光 文 化 セ ン タ ー 改 修 事 業 160,600 普通貸借
又　  は
証券発行

４．０以内 政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものとする。ただし町財政の都合
により、繰上げ償還することができる。

摩 周 観 光 交 流 館 改 修 事 業 7,800 〃 〃 〃

防 災 施 設 整 備 事 業
（ 川 湯 温 泉 地 区 ）

8,800 〃 〃 〃

公 民 館 改 修 事 業 9,700 〃 〃 〃

河 川 改 修 事 業 52,000 〃 〃 〃

多 機 能 型 生 活 館 建 設 事 業 13,700 〃 〃 〃

ア イ ヌ 民 族 資 料 館 改 修 事 業 10,600 〃 〃 〃

中 心 市 街 地 再 構 築 事 業
（複合型地域観光交流拠点施設整備事業）

1,955,200 〃 〃 〃

認 定 こ ど も 園 整 備 事 業
（ 子 育 て 支 援 施 設 等 整 備 事 業 ）

672,900 〃 〃 〃

摩 周 厚 生 病 院 医 療 機 器 更 新 補 助 事 業 債 99,500 〃 〃 〃

浄 化 槽 設 置 補 助 事 業 3,500 〃 〃 〃
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起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償      還      の      方      法

千円 ％

弟 子 屈 町 脱 炭 素 設 備 改 修 事 業
( 老 人 ホ ー ム 温 泉 暖 房 効 率 化 事 業 )

77,900 普通貸借
又　  は
証券発行

４．０以内 政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものとする。ただし町財政の都合
により、繰上げ償還することができる。

火 葬 場 改 修 事 業 3,400 〃 〃 〃

農 産 物 集 出 荷 セ ン タ ー 改 築 事 業 15,500 〃 〃 〃

川 湯 温 泉 再 構 築 事 業 200,000 〃 〃 〃

橋 梁 長 寿 命 化 事 業 33,000 〃 〃 〃

建 設 機 械 整 備 事 業
( 除 雪 ド ー ザ ー )

9,600 〃 〃 〃

耐 震 性 貯 水 槽 整 備 事 業
( 鈴 蘭 ４ 丁 目 ・ 川 湯 温 泉 ４ 丁 目 )

38,900 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
公 共 交 通 維 持 確 保 事 業

15,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
交 通 空 白 地 改 善 事 業

500 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
高 齢 者 等 生 活 支 援 事 業

6,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
乳 児 養 育 支 援 事 業

5,300 〃 〃 〃

-12-

起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償      還      の      方      法

千円 ％

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
屈 斜 路 地 区 通 園 児 送 迎 支 援 事 業

5,100 普通貸借
又　  は
証券発行

４．０以内 政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものとする。ただし町財政の都合
により、繰上げ償還することができる。

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
保 育 園 ・ 認 定 こ ど も 園 就 園 支 援 事 業

12,600 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
浄 化 槽 設 置 費 補 助 事 業

2,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
こ ど も 医 療 費 無 償 化 事 業

8,100 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
畑 作 生 産 基 盤 強 化 事 業

10,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
地 場 産 品 総 合 対 策 事 業

14,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
自 然 体 験 ・ 環 境 学 習 事 業

6,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
住 宅 建 築 資 金 助 成 事 業

9,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
民 間 賃 貸 住 宅 建 設 等 促 進 事 業

23,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
生 涯 学 習 バ ス 運 行 事 業

3,400 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
ス ポ ー ツ 振 興 助 成 事 業

3,500 〃 〃 〃

計 4,161,300
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起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償      還      の      方      法

千円 ％

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
屈 斜 路 地 区 通 園 児 送 迎 支 援 事 業

5,100 普通貸借
又　  は
証券発行

４．０以内 政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものとする。ただし町財政の都合
により、繰上げ償還することができる。

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
保 育 園 ・ 認 定 こ ど も 園 就 園 支 援 事 業

12,600 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
浄 化 槽 設 置 費 補 助 事 業

2,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
こ ど も 医 療 費 無 償 化 事 業

8,100 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
畑 作 生 産 基 盤 強 化 事 業

10,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
地 場 産 品 総 合 対 策 事 業

14,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
自 然 体 験 ・ 環 境 学 習 事 業

6,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
住 宅 建 築 資 金 助 成 事 業

9,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
民 間 賃 貸 住 宅 建 設 等 促 進 事 業

23,000 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
生 涯 学 習 バ ス 運 行 事 業

3,400 〃 〃 〃

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業
ス ポ ー ツ 振 興 助 成 事 業

3,500 〃 〃 〃

計 4,161,300
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国国民民健健康康保保険険特特別別会会計計
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議案第 ３０ 号

令和７年３月４日 提出

                                                              　　　   弟子屈町長   德德    永永      哲哲    雄雄

２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

令令和和７７年年度度    弟弟子子屈屈町町国国民民健健康康保保険険特特別別会会計計予予算算

  令和７年度弟子屈町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ897,506千円と定める。
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -16-                                                                           

　１. 国 民 健 康 保 険 税 １７７，０２０

　１. 国 民 健 康 保 険 税 １７７，０２０

　２. 国 庫 支 出 金 ３，０６５

　１. 国 庫 補 助 金 ３，０６５

　３. 道 支 出 金 ６３０，６２１

　１. 道 補 助 金 ６３０，６２１

　４. 財 産 収 入 ３０

　１. 財 産 運 用 収 入 ３０

　５. 繰 入 金 ８６，７１９

　１. 他 会 計 繰 入 金 ８６，７１９

　６. 繰 越 金 １

　１. 繰 越 金 １

　７. 諸 収 入 ５０

　１. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 ２０

　２. 雑 入 ３０

８９７，５０６
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歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -17-                                                                           

　１. 総 務 費 １４，７６４

　１. 総 務 管 理 費 １１，８２２

　２. 徴 税 費 ２，６８０

　３. 運 営 協 議 会 費 ２６２

　２. 保 険 給 付 費 ６１０，２８７

　１. 保 険 給 付 費 ６１０，２８７

　３. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 ２５５，８２１

　１. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 ２５５，８２１

　４. 共 同 事 業 拠 出 金 １

　１. 共 同 事 業 拠 出 金 １

　５. 保 健 事 業 費 １５，０７３

　１. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ４，３７９

　２. 保 健 事 業 費 １０，６９４

　６. 基 金 積 立 金 ３０

　１. 基 金 積 立 金 ３０

　７. 諸 支 出 金 １，０３０

　１. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １，０２０

　２. 延 滞 金 １０

　８. 予 備 費 ５００

　１. 予 備 費 ５００

８９７，５０６





介介 護護 保保 険険 特特 別別 会会 計計
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議案第 ３１ 号

令和７年３月４日 提出

（一 時 借 入 金）

第 ２ 条  地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入最高額は千円と定める。

                                                              　　　   弟子屈町長   德德    永永      哲哲    雄雄

２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

令令和和７７年年度度    弟弟子子屈屈町町介介護護保保険険特特別別会会計計予予算算

  令和７年度弟子屈町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ951,259千円と定める。

-19-



− 20−

歳　入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -20-                                                                           

　１. 保 険 料 １５４，７８６

　１. 介 護 保 険 料 １５４，７８６

　２. 国 庫 支 出 金 ２４１，９１５

　１. 国 庫 負 担 金 １４６，１８１

　２. 国 庫 補 助 金 ９５，７３４

　３. 道 支 出 金 １４３，３４５

　１. 道 負 担 金 １２８，３７４

　２. 道 補 助 金 １４，９７１

　４. 支 払 基 金 交 付 金 ２３８，６８７

　１. 支 払 基 金 交 付 金 ２３８，６８７

　５. 財 産 収 入 １１４

　１. 財 産 運 用 収 入 １１４

　６. 繰 入 金 １６５，７２９

　１. 一 般 会 計 繰 入 金 １４５，２５７

　２. 基 金 繰 入 金 ２０，４７２

　７. 繰 越 金 １０

　１. 繰 越 金 １０

　８. 諸 収 入 ６，６７３

　１. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 １０

　２. 雑 入 ６，６６３

９５１，２５９
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歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -21-                                                                           

　１. 総 務 費 １４，４９８

　１. 総 務 管 理 費 ８，７６４

　２. 徴 収 費 ６２５

　３. 介 護 認 定 審 査 会 費 ４，７６３

　４. 趣 旨 普 及 費 ３４６

　２. 保 険 給 付 費 ８４４，７８９

　１. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ７３２，１３０

　２. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 ３７，０７４

　３. そ の 他 諸 費 ６１４

　４. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 ２３，２４８

　５. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 ３，０９８

　６. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 ４８，６２５

　３. 地 域 支 援 事 業 費 ９１，５３８

　１. 介護予防・生活支援サービス事業 ２８，６３９

費                            

　２. 一 般 介 護 予 防 事 業 費 １０，５１７

　３. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 ５２，２９９

　４. そ の 他 諸 費 ８３

　４. 基 金 積 立 金 １１４

　１. 基 金 積 立 金 １１４

　５. 諸 支 出 金 ３２０

　１. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３２０

９５１，２５９





後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計
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議案第 ３２ 号

令和７年３月４日 提出

（一 時 借 入 金）

第 ２ 条  地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入最高額は千円と定める。

                                                              　　　   弟子屈町長   德德    永永      哲哲    雄雄

２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

令令和和７７年年度度    弟弟子子屈屈町町後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計予予算算

  令和７年度弟子屈町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ164,197千円と定める。
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歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -25-                                                                           

　１. 総 務 費 １０，２５６

　１. 総 務 管 理 費 １０，２５６

　２. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 １５３，７０１

　１. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 １５３，７０１

　３. 諸 支 出 金 ２１０

　１. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２１０

　４. 予 備 費 ３０

　１. 予 備 費 ３０

１６４，１９７

歳　入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -24-                                                                           

　１. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 １１０，２３４

　１. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 １１０，２３４

　２. 繰 入 金 ５３，７１３

　１. 一 般 会 計 繰 入 金 ５３，７１３

　３. 繰 越 金 １０

　１. 繰 越 金 １０

　４. 諸 収 入 ２４０

　１. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 １０

　２. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２１０

　３. 雑 入 ２０

１６４，１９７
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歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -25-                                                                           

　１. 総 務 費 １０，２５６

　１. 総 務 管 理 費 １０，２５６

　２. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 １５３，７０１

　１. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 １５３，７０１

　３. 諸 支 出 金 ２１０

　１. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２１０

　４. 予 備 費 ３０

　１. 予 備 費 ３０

１６４，１９７





温温 泉泉 事事 業業 特特 別別 会会 計計
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議案第 ３３ 号

令和７年３月４日 提出

                                                              　　　   弟子屈町長   德德    永永      哲哲    雄雄

　利率及び償還の方法は、「第２表  地方債」による。

２．歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。

（一 時 借 入 金）

第 ３ 条  地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は40,000千円と定める。

（地   方   債）

第 ２ 条  地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

令令和和７７年年度度    弟弟子子屈屈町町温温泉泉事事業業特特別別会会計計予予算算

  令和７年度弟子屈町の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ107,592千円と定める。

-27-
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歳　入

第１表　歳入歳出予算

（単位：千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

                                                                            -28-                                                                           

　１. 使 用 料 及 び 手 数 料 ７５，４０１

　１. 使 用 料 ７５，３８４

　２. 手 数 料 １７

　２. 財 産 収 入 ４

　１. 財 産 運 用 収 入 ４

　３. 繰 入 金 ２７，７９２

　１. 基 金 繰 入 金 ２７，７９２

　４. 繰 越 金 １０

　１. 繰 越 金 １０

　５. 諸 収 入 １，４８５

　１. 雑 入 １，４８５

　６. 町 債 ２，９００

　１. 町 債 ２，９００

１０７，５９２

歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -29-                                                                           

　１. 経 営 費 ９５，６４８

　１. 給 湯 管 理 費 ９５，６４８

　２. 公 債 費 １１，５４４

　１. 公 債 費 １１，５４４

　３. 予 備 費 ４００

　１. 予 備 費 ４００

１０７，５９２
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歳　出
（単位：千円）

項款 金 額

歳 出 合 計

                                                                            -29-                                                                           

　１. 経 営 費 ９５，６４８

　１. 給 湯 管 理 費 ９５，６４８

　２. 公 債 費 １１，５４４

　１. 公 債 費 １１，５４４

　３. 予 備 費 ４００

　１. 予 備 費 ４００

１０７，５９２



− 30−

起　　債　　の　　目　　的 限 度 額 起債の方法 利      率 償      還      の      方      法

千円 ％

計 2,900

第２表 　地    方    債

　政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と
協定するものとする。ただし町財政の都合
により、繰上げ償還することができる。

給 湯 施 設 整 備 事 業 2,900
普通貸借
又　  は
証券発行

４．０以内
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議案第 ３４ 号 

令令和和７７年年度度  弟弟子子屈屈町町水水道道事事業業会会計計予予算算  

 

（総    則） 

第 １ 条 令和７年度弟子屈町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第 ２ 条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 戸 数      2,595 戸 

(2) 年 間 総 配 水 量     746,287 立方メートル 

(3) 一日平均配水量      2,039 立方メートル 

(4) 主要な建設改良事業 

浄水設備改良事業        工事費  10,826 千円 

配水設備改良事業         工事費  54,516 千円 

検定満了メーター器取替事業    470 台     5,555 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第 ３ 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  水 道 事 業 収 益      201,526 千円 

            第１項  営 業 収 益     179,330 千円 

            第２項  営 業 外 収 益      20,973 千円 

            第３項  特 別 利 益      1,223 千円 
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支          出 

第１款  水 道 事 業 費 用      197,645 千円 

            第１項  営 業 費 用     184,822 千円 

            第２項  営 業 外 費 用      12,223 千円 

            第３項  予 備 費        600 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第 ４ 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

71,314 千円は過年度分損益勘定留保資金 42,618 千円、当年度分損益勘定留保資金 21,450 千円、当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,246 千円で補てんするものとする）。 

収          入 

第１款  資 本 的 収 入       86,067 千円 

            第１項  企 業 債      65,100 千円 

            第２項  他 会 計 補 助 金      20,967 千円 

             

支          出 

第１款  資 本 的 支 出         157,381 千円 

第１項  建 設 改 良 費       94,172 千円 

第２項  企 業 債 償 還 金        63,209 千円 
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（企業債） 

第 ５ 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 

上水道配水管整備事業 費  

千円 

11,200  

 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

％ 

4.0 以内 

 

 

政府資金については、その融資条件により、銀行

その他の場合には、その債権者と協定するものと

する。ただし企業財政その他の都合により、繰上

げ償還することができる。 

上 水 道 施 設 整 備 事 業 費  11,700  同上 同上 同上 

簡易水道配水管整備事業費  36,800  同上 同上 同上 

簡易水道施設整備事業 費  5,400  同上 同上 同上 

計 65,100     

 

（一時借入金） 

第 ６ 条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 ７ 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 
 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第 ８ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職員給与費   41,579 千円 
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（他会計からの補助金） 

第 ９ 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける目的及び金額は、次のとおりと定める。 

補   助   の   目   的 金     額 

 

児童手当に対する補助 

弟子屈上水道第４次拡張事業の企業債に係る利子及び維持管理費補助 

緊急給水装置整備事業の企業債に係る利子及び維持管理費補助 

川湯簡易水道導水管等移設の企業債に係る元利及び維持管理費補助 

災害対策事業の企業債に係る元利補助 

川湯簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る元利補助 

屈斜路簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る元利補助 

美留和簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る元利補助 

川湯簡易水道施設整備事業の企業債に係る元利補助 

屈斜路簡易水道施設整備事業の企業債に係る元利補助 

美留和簡易水道施設整備事業の企業債に係る元利補助 

千円 

600 

   528 

   117 

   316 

1,996 

4,479 

4,173 

2,086 

1,397 

2,764 

5,897 

合               計 24,353  

 

（たな卸資産購入限度額） 

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、24,335 千円と定める。 

 

 

令和７年３月４日提出 

弟子屈町長 德德  永永  哲哲  雄雄  
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議案第 ３５ 号 

令令和和７７年年度度  弟弟子子屈屈町町下下水水道道事事業業会会計計予予算算  

 

（総    則） 

第 １ 条 令和７年度弟子屈町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第 ２ 条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 水 洗 化 世 帯 数      1,847 戸 

(2) 年 間 有 収 水 量     333,400 立方メートル 

(3) 主要な建設改良事業 

処理場改良事業       工事費 128,333 千円 

汚水管渠改良事業      工事費  21,340 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第 ３ 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収          入 

第１款  下水道事業収益      380,248 千円 

            第１項  営 業 収 益      88,513 千円 

            第２項  営 業 外 収 益     290,893 千円 

            第３項  特 別 利 益       842 千円 
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支          出 

第１款  下水道事業費用      381,206 千円 

            第１項  営 業 費 用     357,052 千円 

            第２項  営 業 外 費 用      23,754 千円 

            第３項  予 備 費        400 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第 ４ 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

43,193 千円は当年度分損益勘定留保資金 43,193 千円で補てんするものとする）。 

収          入 

第１款  資 本 的 収 入      265,523 千円 

            第１項  企 業 債      59,900 千円 

            第２項  他 会 計 負 担 金       7,446 千円 

            第３項  他 会 計 補 助 金     128,430 千円 

            第４項  国 庫 補 助 金      68,400 千円 

            第５項  負   担   金      1,347 千円 

             

支          出 

第１款  資 本 的 支 出         308,716 千円 

第１項  建 設 改 良 費      151,354 千円 

第２項  企 業 債 償 還 金       157,362 千円 
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（企業債） 

第 ５ 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 

公共下水道事業 

千円 

59,900  

 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

％ 

4.0 以内 

 

 

政府資金については、その融資条件により、銀行

その他の場合には、その債権者と協定するものと

する。ただし企業財政その他の都合により、繰上

げ償還することができる。 

計 59,900     

 

（一時借入金） 

第 ６ 条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第 ７ 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 営業費用と営業外費用の間 
 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第 ８ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

(1) 職員給与費   14,437 千円 
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（他会計からの補助金） 

第 ９ 条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は起債元金償還補助等で179,702千円であ

る。 

 

 

 

令和７年３月４日提出 

弟子屈町長 德德  永永  哲哲  雄雄  
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